
 

令和２年度千葉県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 
（障害分）交付要綱 

 
 

（通則） 
第１条 令和２年度千葉県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金（障害分）（以下「支援金」という。）

の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に
関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭
和 30 年政令第 255 号）、「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護・福祉分）
交付要綱」（令和２年６月３０日厚生労働省発子０６３０第２号・厚生労働省発障０６３０第１号・厚
生労働省発老０６３０第１号厚生労働事務次官通知）、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
（障害分）実施要綱」（令和２年６月２５日障発０６２５第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部長通知）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 
（交付の目的） 

第２条 この支援金は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止、障害
福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員への慰労金給付及び障害福祉サービス等の再開に向けた
取組について、障害福祉サービス施設・事業所等に対しその経費の一部を支援することにより、障害
福祉サービス施設・事業所等が最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要な障害福祉サービス等
を提供する体制の構築を支援することを目的とする。 

 
 （定義） 
第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める事業を行う事業所とす

る。 
（１）通所系サービス事業所 生活介護、療養介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労

移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支
援、放課後等デイサービス 

（２）短期入所サービス事業所 短期入所 
（３）障害者施設等 障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 
（４）訪問系サービス事業所 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等

訪問支援、居宅訪問型児童発達支援 
（５）相談系サービス事業所 計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 
（６）地活事業所 地域生活支援事業のうち都道府県事業の事業所（盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者

向け通訳・介助員派遣事業に限る。）、地域生活支援事業のうち市町村事業の事業所（地域活動支援セ
ンター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支
援事業、基幹相談支援に限る。） 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６
４号）の例による。 

３ 第１項第１号から第５号に掲げる事業所又は施設を総称して「障害福祉サービス施設・事業所等」と
いう。 



 
（交付の対象） 

第４条 この支援金は、次の各号に掲げる事業を交付の対象とする。 
（１）障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 
 ア 事業対象者 

次のいずれにも該当する職員（以下「慰労金給付対象者」という。） 
（ア）支給対象施設・事業所等（障害福祉サービス施設・事業所等及び重度障害者等包括支援事業所

をいう。以下同じ。）に勤務し、利用者と接する職員（地活事業所であって、当該地域における緊
急事態宣言発令中に自治体からの要請を受けて業務を継続していた事業所の職員を含む。） 

  （イ）支給対象施設・事業所等で通算して１０日以上（年次有給休暇や育休等、実質勤務していない
日を除く。また、令和２年１月３０日から同年６月３０日までの間に限る。）勤務した職員 

（ウ）慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」
に合致する状況下で働いている職員（派遣労働者の他、業務委託受託者の労働者として当該支給
対象施設・事業所等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合を含む。） 

イ 対象事業の内容 
支給対象施設・事業所等に勤務する職員は、①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触

を伴うこと、②継続して提供することが必要な業務であること、③支給対象施設・事業所等での集団
感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事してい
ることに対し、慰労金を給付する。なお、慰労金の給付は、医療機関、介護サービス事業所・施設等
に勤務する者への慰労金を含めて、１人につき１回に限る。 

（２）障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業 
ア 事業対象者 

令和２年４月１日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し
経費が発生した障害福祉サービス施設・事業所等（ただし、イ（エ）については、障害者施設等、短
期入所事業所及び宿泊型自立訓練事業所に限る。） 

イ 対象事業の内容 
   障害福祉サービス施設・事業所等が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の重症化リスクが

高い利用者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的
に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するために要する次の経費（かかり増し経費に
限る。）を交付の対象とする。 

  （ア）衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用 
  （イ）外部専門家等による研修実施費用 
  （ウ）研修受講等に要する旅費・宿泊費、受講費用等 
  （エ）感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使うことができる多機能型簡易居室の設置費用 
  （オ）感染防止を徹底するための面会室の改修費用 
  （カ）建物内外の消毒費用・清掃費用 
  （キ）感染防止のための増員のため発生する追加的人件費 
  （ク）感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料 
  （ケ）自動車の購入又はリース費用 
  （コ）自転車の購入又はリース費用 
  （サ）タブレット等のＩＣＴ機器の購入又はリース費用（通信費用を除く。） 



  （シ）普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料又は物品の使用料 
  （ス）普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 
  （セ）居宅介護職員による同行指導への謝金 
  （ソ）医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費 
  （タ）障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策に要するその他経費 
（３）在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 
 ア 事業対象者 

令和２年４月１日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った計画相談支援事
業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事業所（通所系サービス事業所、短期入所サービス事
業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所をいう。以下同じ。） 

 イ 対象事業の内容 
障害児者やその家族の生活を支え、障害児者の健康を維持する上で不可欠な在宅サービス等の利

用再開に向けた利用者への働きかけを行うもので、次に掲げるものを交付の対象とする。ただし、利
用者に対する確認は、1 回以上電話又は訪問により行うものとし、確認結果の記録を行うものに限る。 

  （ア）計画相談支援事業所又は障害児相談支援事業所であって、令和２年４月１日以後、在宅サービ
ス利用休止中の利用者（当該事業所を利用していた利用者で、過去１月の間、当該在宅サービ
スを１回も利用していない利用者（利用修了者を除く。））に対して、健康状態・生活実態の確
認及び利用を希望するサービスの確認を行った上で、在宅サービス事業所と連携し、必要な対
応（感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等）を行うもの。 

  （イ）在宅サービス事業所であって、令和２年４月１日以後、在宅サービスの利用休止中の利用者
（当該事業所を利用していた利用者で、過去１月の間、在宅サービス事業所のサービスを１回
も利用していない利用者（利用修了者を除く。））に対して、必要に応じて相談支援専門員と連
携の上、健康状態・生活実態、利用を希望するサービスを確認（感染対策に係る要望を含む。）
し、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整を行うもの。ただし、関係機関に対し
て、１回以上電話等により連絡を行ったものに限る。 

（４）在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向
けた環境整備への助成事業 

 ア 事業対象者 
令和２年４月１日以降、感染防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所、計画相談支援事

業所及び障害児相談支援事業所 
 イ 対象事業の内容 

障害児者やその家族の生活を支え、障害児者の健康を維持する上で不可欠な在宅サービス等の
利用再開に向けた環境整備等の取組で、「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集
場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」をいう。）を避けてサービス提供を行うために要
する次の経費を交付の対象とする。 

   （ア）長机の購入費用 
      （イ）飛沫防止パネルの購入費用 
      （ウ）換気設備の購入費用及び設置に要する費用 
      （エ）自転車の購入費用（電動のものを含む。リース費用を含む。） 
      （オ）タブレット等のＩＣＴ機器の購入費用（リース費用を含み、通信費用を除く。） 
   （カ）感染防止のための内装改修費 



   （キ）その他「３つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する経費 
２ 前項の規定にかかわらず、交付を受けようとする事業を行う者（法人その他団体にあっては、その役

員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質
的に当該法人の経営に関与している者又は当該法人の業務に係る契約を締結する権限を有する者をい
う。以下同じ。））が次のいずれかに該当する者であるときは、当該事業者は、交付の対象とならない。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定
する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（２） 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてす
るものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復して当該行為を行うお
それがないと認められる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団
員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい
う。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は
暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれら
に準ずる行為 

ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法人その他団
体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為 

（３） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
 

（支援金の算定方法） 
第５条 この支援金の交付額は、第２項、第３項及び第４項の規定により算出された額の合計額とする。 
２ 前条第１項第１号の事業に対する交付する額は、別表１に規定する基準額のとおりとする。なお、第

７条第２項の規定により慰労金を代理申請及び受領を行う支給対象施設・事業所等に対して交付する
額は、別表に規定する基準額に慰労金給付対象者の人数を乗じた額に支給対象施設・事業所等が慰労金
給付対象者に対して慰労金を給付するために要する振込手数料の実費を加えた額とする。ただし、交付
額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

３ 前条第１項第３号の事業に対する交付額は、別表２に規定する基準額に対象利用者数（令和２年４月
１日から令和３年３月３１日までの間に利用再開に向けた働きかけを行った利用者に限る。）を乗じた
額とする。ただし、１事業所における算定は、１利用者当たり１回のみとする。また、交付額に 1,000
円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

４ 前条第１項第２号及び第４号の事業に対する交付額は、次表の第２欄に定める交付上限額及び第３
欄に定める対象経費の実支出額並びに総事業費から寄付金その他の収入額（社会福祉法人等の営利を
目的としない法人の場合は寄付金収入額を除く。）を控除した額を比較して最も少ない額とする。ただ
し、交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

１ 事業 ２ 交付上限額 ３ 対象経費 
障害福祉サービス施設・事業所等に
おける感染対策徹底支援事業（感染
発生時対応・衛生用品保管等に柔軟
に使うことができる多機能型簡易
居室の設置費用を除く。） 

別表３のとおり 賃金・報酬（報酬、給料、職員手当等、賃
金、共済費）、謝金（報償費）、旅費、需用
費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本
費、光熱水費、修繕料）、役務費（通信運
搬費、手数料、保険料、広告料）、委託料、



使用料及び賃借料、備品購入費 
障害福祉サービス施設・事業所等に
おける感染対策徹底支援事業（感染
発生時対応・衛生用品保管等に柔軟
に使うことができる多機能型簡易
居室の設置費用に限る。） 

別表３のとおり 工事請負費、原材料費、需用費（消耗品費、
燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、
修繕料）、役務費（通信運搬費、手数料、
保険料、広告料）、旅費、委託料、使用料
及び賃借料、備品購入費、 

在宅サービス事業所、計画相談支援
事業所及び障害児相談支援事業所
における感染症対策徹底に向けた
環境整備への助成事業 

別表３のとおり 賃金・報酬（報酬、給料、職員手当等、賃
金、共済費）、謝金（報償費）、旅費、需用
費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本
費、光熱水費、修繕料）、役務費（通信運
搬費、手数料、保険料、広告料、）、委託料、
使用料及び賃借料、備品購入費 

５ 前項の対象経費は、交付対象者が令和 2 年 4 月 1 日以降に開始した事業に要する経費で、令和 3 年
3 月 31 日までに事業及び費用の支払を完了したものに限る。なお、令和 2 年 4 月 1 日以降に開始した
事業に要する経費であり、第 7 条の規定による交付申請書の提出時点で、既に事業が完了しているも
のを含む。 

６ この支援金は、本事業とは別に、国、県及び市町村等における他の交付金、補助金等と重複して交付
を受けることはできない。 

 
(交付の条件) 

第６条 この支援金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 
（１） 各事業計画の各事業区分の範囲を超えて交付金の配分を調整する場合は、知事の承認を受けなけ

ればならない。 
（２） 事業実施計画を変更する場合（軽微な変更を除く。）は、知事の承認を受けなければならない。 
（３） 事業実施計画を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 
（４） 事業実施計画が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やか

に知事に報告してその指示を受けなければならない。 
（５） 事業実施計画により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具及びその

他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第
２５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知
事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保
に供し、又は廃棄してはならない。 

（６） 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部
を国庫に納付させることがある。 

（７） 事業実施計画により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な
管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（８） 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方
が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（９） 交付事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により支援金に係る消費税及び地方消費税に係
る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除額が０円の場合を含む。）には、申請様式第７号により
速やかに、遅くとも交付事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなけれ



ばならない。なお、交付対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支所等）であって、
自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本所等）で消費税及び地方消費税の申告を
行っている場合は、本部の課税売上割合等の申請内容に基づき報告を行うこと。 

（１０）支援金に係る仕入控除税額があることがあることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に
返還しなければならない。 

（１１）支援金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類
を整理し、当該帳簿及び証拠書類を支援金の額の確定の日（事業の中止又は廃止を受けた場合には、
その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業
により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の財産がある場合は、前期の期間を経
過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施
行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか
遅い日まで保管しておかなければならない。 

 
（申請手続等） 

第７条 障害福祉サービス施設・事業所等の設置者又はこれらを運営する法人（以下「障害福祉事業者
等」という。）は、支援金の交付を申請しようとするときは、交付申請書及び概算払請求書（申請様
式第 1 号）に関係書類を添えて、別に定める日までに知事に提出しなければならない。なお、誓約
書（申請様式第 2 号）及び役員等一覧（申請様式第 3 号）も併せて提出するものとする。 

２  地活事業所の設置者又はこれらを運営する法人（以下「地活運営法人等」という。）は、支援金（第
４条第１項第１号に規定する障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支
給事業に限る。）の交付を申請しようとするときは、交付申請書及び概算払請求書（申請様式第１
号）に関係書類を添えて、別に定める日までに知事に提出しなければならない。なお、誓約書（申
請様式第 2 号）及び役員等一覧（申請様式第 3 号）も併せて提出するものとする。 

３  第４条第１項第１号に規定する障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金
の支給事業については、原則として、障害福祉事業者等又は地活運営法人等が、あらかじめ慰労金
給付対象者から代理申請・受領委任状（申請様式第４号）を徴取した上で、前２項の規定により申
請を行うものとする。 

４  やむを得ない理由により、障害福祉事業者等又は地活運営法人等による慰労金の代理申請及び受
領が困難である場合、慰労金給付対象者は、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金（障害分）
個人用申請書（申請様式第 5 号）を知事に提出するものとする。  

５  第３項において、派遣労働者の他、業務委託受託者の労働者に対する慰労金を申請しようとする
ときは、委託会社等の代理申請・受領委任状（申請様式第 4 号）及び障害福祉慰労金受給職員表（申
請様式第４号別紙）を委託会社等から徴取した上で行うものとする。 

 
 （交付決定までの標準的期間等） 
第８条 知事は、第７条に定める申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やか

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとし、申請者に対して交付決定通知により、その
決定内容を通知する。 

 
 （概算払い） 
第９条 知事は、必要があると認める場合においては、概算払いをすることができる。 



 
（実績報告） 

第１０条 第 7 条第 1 項の規定により申請を行う障害福祉事業者等又は同条第２項の規定により申請を
行う地活運営法人等は、事業が完了した日から起算して１か月を経過した日又は当該年度の３月３
１日のいずれか早い日までに、実績報告書（申請様式第６号）を知事に提出して行わなければなら
ない。 

 
（支援金の返還） 

第１１条 知事は、前条の報告内容が交付決定の内容及び条件に適合するか審査を行い、実績額を超える
支援金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について県に返還することを命ず
る。 

 
（決定の取消等） 

第１２条 知事は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定の全部又 
は一部を取り消すことができる。 

一 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。 
二 支援金の他の用途への使用をし、その他交付事業に関し支援金の交付の決定の内容又は 

これに付した条件その他法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき。 
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号 

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは同条第二号に規定する暴力団又は 
第４条第２項第２号若しくは第３号に該当する者（交付事業を行う者が法人その他の団体で 
ある場合にあっては、その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体） 
であることが判明したとき。 

２ 知事は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、支援金の当該取消に係る部分
に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

３ 交付事業者は、第１項の規定により支援金の交付の決定が取り消された場合において、支援金 
の返還を命ぜられたときは、その命令に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、 
当該支援金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した 
額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付事業者の納付した 
金額が返還を命ぜられた支援金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられ 
た支援金等の額に充てられたものとする。 

５ 交付事業者は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日 
の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額（未納付額の一部が納付されたとき 
は、当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を控除した額）につき年１０．９５パー 
セントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

６ 知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除 
することがある。 

７ 知事が第６条の規定による交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、 
千葉県が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき 
事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。 



 
（受給権の譲渡又は担保の禁止） 
第１３条 本事業の支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。 
 
（その他） 
第１４条 その他、この要綱の実施のために必要な事項は、知事が別に定める。 
 

附 則 
 この要綱は、令和２年７月２７日から施行し、令和２年度分の予算に係る支援金について適用する。 

附 則 
１ この要綱は、令和２年９月２５日から施行する。 
２ この要綱の施行前に、改正前の要綱により調製した用紙は、同日以後においても、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 
附 則 

この要綱は、令和３年７月１９日から施行する。 
 













































          

                       

             
 

               


